
別紙２「二次審査評価基準」 

 

１ 審査における評価項目及び配点（満点２５０点） 

 

評価項目/評価の視点 評価基準／配点 対象様式 

１ 実施体制 配点７０点  

 

①以下の業務について、本市の業務目的

及び業務内容を理解し、その内容が確実

に実施できる人員体制となっているか。

また、業務の履行状況を確認するための

チェック体制が構築されているか。 

 

⑴統括管理業務  

⑵設備管理業務  

⑶警備業務  

⑷清掃業務  

⑸電話交換及び受付案内業務  

 

（配点２５点） 

採点基準表のとおり 

 

※⑴～⑸の業務ごとに採点（各業務につき

配点５点） 

様式７－

１ 

②各業務間が連携して一体的な庁舎管

理を実現する制度・体制が提案され、各

業務責任者や業務従事者と本社等の管

理部門との連携、情報共有の仕組み及び

指示系統が明確に構築されているか。 

 

（配点２０点） 

採点基準表のとおり 

 

様式７－

２ 

③苦情（課題）処理体制が適切な内容と

なっているか。 

 

（配点１０点） 

採点基準表のとおり 

 

様式７－

３及び自

社様式 

④配置予定の統括管理責任者としての

実務経験年数は、十分か。ただし、統括

管理業務に設備管理業務を含まない実

績はカウントしない。 

 

※本プロポーザルの参加申込書提出時

点の実績を対象とする。 

（配点１０点） 

・１０点…実務経験年数が７年以上 

・５点…実務経験年数が４年以上７年未満 

・０点…４年未満 

 

 

様式７－

４ 

⑤配置予定の庁舎に常駐する従事者の

うち、統括管理責任者、各業務責任者、

又は従事者のいずれかがビル設備管理

技能士（１級又は２級）の資格を有して

いるか。 

 

 

（配点５点） 

・５点…１級あり 

・３級…２級あり 

・０点…資格なし 

 

※配置予定の従事者の中に複数名の有資格

者がいる場合は配点が高い１名を記載する

こと。 

様式７－

５ 



２ 教育・引継体制 配点３５点  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①配置予定の統括管理責任者及び業務

責任者について、建物管理業務に関する

研修の受講実績があるか。また、その研

修内容が業務に適切であるか。 

なお、外部研修の受講実績も含めるもの

とする。 

業務管理責任者については、以下の業務

ごとに採点する。 

 

⑴設備管理業務  

⑵警備業務  

⑶清掃業務  

⑷電話交換及び受付案内業務  

⑸植栽管理業務 

 

（配点２０点） 

・１０点…統括管理責任者 

 採点基準表のとおり 

・１０点…業務責任者 

 採点基準表のとおり 

 ※⑴～⑸の業務ごとに採点（各業務につ

き配点２点） 

様式８－

１及び自

社様式 

②以下の業務について、上記①以外で実

務を担う業務従事者に対する研修の実

施にあたり、研修マニュアルや習熟度の

見極め基準、また習熟度に沿った研修計

画を作成、実施しているか。 

 

⑴設備管理業務  

⑵警備業務  

⑶清掃業務  

⑷電話交換及び受付案内業務  

 

（配点１５点） 

採点基準表のとおり 

 

※研修体制やマニュアル等の提出資料の有

無を確認した上で、⑴～⑷の業務ごとの研

修計画等の提出状況を評価する。なお、未

経験業務がある場合は、立上げ研修計画や

マニュアルの充実度に応じて加点する。 

 

様式８－

２及び自

社様式 

３ 同種業務の受託実績 配点３０点  

 

 

 

延床面積１０，０００㎡以上の自治体庁

舎での総合管理業務（統括管理業務及び

設備管理業務を必ず含む）の受託実績が

あるか。 

 

※自治体庁舎とは、都道府県や市町村な

どの地方自治体が行政事務を執行し、及

び公務を遂行するために設置する施設

をいう。これには、職員の執務場所、住

民等の用に供する窓口・共用スペース、

及びこれらに附帯する設備・外構等の敷

地一切を含む。 

※本プロポーザルの参加申込書提出時

点から過去１０年以内の範囲に契約期

（配点１５点） 

ア 施設の規模（延床面積） 

・１５点…延床面積３０，０００㎡以上の

自治体庁舎の管理実績あり 

・１０点…延床面積２０，０００㎡以上～

延床面積３０，０００㎡未満の

自治体庁舎の管理実績あり 

・５点…延床面積１０，０００㎡以上～延

床面積２０，０００㎡未満の自治

体庁舎の管理実績あり 

・０点…管理実績なし 

 

※複数の実績がある場合は最大面積の１件

のみを採用する。 

様式９ 



間が含まれる実績を対象とする。 

※履行中の業務については、参加申込書

提出時点で履行期間が 1 年経過するも

のを受託実績とする。 

※共同企業体（ＪＶ）による参加の場合

は、本契約で実際に統括管理業務及び設

備管理業務を担当する構成員が有する

実績のみを認める。ただし、複数の構成

員が保有する実績を合算又は組み合わ

せて記載することは認めない。 

（配点１５点） 

イ 件数 

・１５点…７件以上 

・１０点…４件以上～６件以下 

・５点…１件以上３件以下 

・０点…実績なし 

 

※同一庁舎に対する継続契約は年度更新で

も１件としてカウントする。 

 

 

 

４ 企画提案力 配点５０点  

 

①以下の業務・項目について、業務品質

や効率化に対し効果が高いと見込まれ

る仕様内容の変更が確認できる独自の

サービスや優れた提案があるか。 

 

⑴統括管理業務  

⑵設備管理業務  

⑶警備業務  

⑷清掃業務  

⑸電話交換及び受付案内業務  

⑹植栽管理業務 

⑺業務横断的な提案・統合効果 

 

（配点４５点） 

採点基準表のとおり 

 

※提案があった業務・項目については、⑴

は配点１０点、⑵～⑹は各業務につき配点

５点、⑺は配点１０点とする。 

様式１０

－１ 

②設備定期点検・保守管理業務等を通し

て、施設の長寿命化及びライフサイクル

コストの低減に結び付く方策があるか。 

 

 

（配点５点） 

採点基準表のとおり 

 

様式１０

－２ 

５ 緊急時対応 配点２０点  

①庁舎全般の設備等の不具合を発見し

た場合の連絡体制、不具合状況の確認、

対応手順は適切か。 

 

 

（配点１０点） 

採点基準表のとおり 

 

自社様式 

 

②地震、火災、台風、降雪等の災害発生

等の緊急時の対応及び復旧について、マ

ニュアルや業務フローの整備がされて

いるか。 

 

（配点１０点） 

採点基準表のとおり 

 

 

 

自社様式 

 



６ 市内事業者の活用 配点１０点  

業務において市内事業者へ下請け発注

するなど、市内事業者を積極的に活用す

る見込みがあるか。 

 

※本業務（総合管理委託）の受託者が市

内事業者である場合は、１社としてカウ

ントする。 

※１社が複数の業務を請け負う場合も、

１社としてカウントする。 

※下請け発注による市内事業者のカウ

ントは、各業務責任者が所属する事業者

のみを対象とする。 

※共同企業体（ＪＶ）の場合は、構成す

る市内事業者ごとに１社としてカウン

トする。 

※市内事業者：府中市に本社、支店、営

業所を有する者 

・１０点…２社以上見込まれる場合 

・５点…１社見込まれる場合 

様式１１ 

７ 資料作成能力 配点１０点  

提案資料は見やすく、分かりやすいか。 （配点１０点） 

採点基準表のとおり 

 

 

８ 価格の評価・妥当性  配点１５点  

提案金額は妥当か。 

 

計算式：【 配点×（最低提案見積価格/当該

提案見積価格）】 

 

※小数点第１位を四捨五入とし、整数まで

を評価点とする。 

※提案上限額の７割の金額を下回った場合

や大幅に妥当性を欠くと判断した場合は０

点とする。 

 

様式１２ 

８ プレゼンテーション  配点１０点  

本業務への提案について、意欲が感じら

れ、説明が倫理的かつ説得力があるか。

また、業務内容を理解し、回答が企画提

案書を補完するものとなっているか。 

（配点１０点） 

採点基準表のとおり 

 

 

合計 ２５０点  

※「１ 実施体制」④、⑤、「３ 同種業務の受託実績」、「６ 市内事業者の活用」、「８ 価格の評価・

妥当性」は事務局が採点する項目とする。 

 

 



２ 採点基準表 

満点 特に良い 良い 普通 
やや 

不十分 
不十分 

評 価 

対象外 

２点 ２点 １点 ０点 

５点 ５点 ４点 ３点 ２点 １点 ０点 

１０点 
１０～ 

９点 
８～７点 ６～５点 ４～３点 ２～１点 ０点 

１５点 
１５～ 

１３点 

１２～ 

１０点 
９～７点 ６～４点 ３～１点 ０点 

２０点 
２０～ 

１７点 

１６～ 

１３点 

１２～ 

９点 
８～５点 ４～１点 ０点 

 


